
下水道施設自主工事賠償責任保険役務の提供仕様書 
 

堺市上下水道局 

 

この仕様書は、堺市上下水道局（以下「本市」という。）の下水道施設自主工事に係る賠償責任保

険について定める。 

 

１．本保険の名称 

下水道施設自主工事賠償責任保険 

 

２．本保険の目的 

下水道施設の新築、改築、修理、取り壊し、その他の工事に起因して、工事中又は工事終了後に

生じた事故のために、他人の生命もしくは身体を害し、あるいは他人に財産上の損害を与えた場合

（他人の財物の損壊を伴わずに財産上の損害が発生した場合を含む。）、本市が法律上の損害賠償責

任を負うことによって被る損害賠償金等の損失を補てんすることを目的とする。 

 

３．履行場所 

  本市指定の場所 

 

４．下水道施設の定義 

本保険において下水道施設とは、本市が所有、使用又は管理する次のものをいう。 

（１）下水道法（昭和３３年４月２４日法律第７９号）第２条第２項に定める「下水道」 

『下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設（かんがい排水施設を除く。）、

これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設（し尿浄化槽を除く。）又はこれらの施設

を補完するために設けられるポンプ施設、貯留施設その他の施設の総体をいう。』 

（２）下水道事業のための「道路」、「資材置場」及び「その他用地」 

 

５．本保険の対象となる施設、設備及び業務の範囲 

（１）施設・設備 

本市が管理する下水道施設と、その管理業務を遂行するにあたり使用管理するメンテナンス作業用

機械装置、資材等の財物をいい、これら全部を一括して対象とする。また、未供用の下水道施設であ

っても本市が所有し又は管理している場合には対象とする。なお、開渠及び暗渠の地上部に設置して

いるフェンス等構築物も対象とすること。（令和７年３月末日時点見込みの施設の詳細は、別添資料

「令和７年度 保険申込 下水道施設賠償目的明細書」を参照） 

（２）業務 

  本市の行う上記（１）施設・設備の新築、改築、修理、取り壊し、その他の工事をいう。ただし、

請負業者が負担するべき賠償責任は除くものとする。なお、施設・設備の点検、清掃等の維持管理業

務は対象外とする。 

  ＜参考＞ 事故の具体例は次のとおり。 

① 本市職員の作業に起因して発生した事故 

② 工事中、本市の管理及び監督上の過失により発生した事故 

  ③ 本市が作成した工事の設計、仕様に不具合があり、それに起因して発生した事故 



  ④ 工事現場の柵・標識等の事故防止措置が不備であったため発生し、本市が責任を問われた事故 

⑤ 下水道管の補修・修理工事をして道路面を仮復旧した以降に、当該仮復旧路面の沈下等により

発生した事故 

（３）その他対象とするもの 

本市が締結している災害協定等に基づき、本市から他都市等への支援要請により派遣された他都市

等の職員が上記（２）に定める業務を行った場合に生じた第三者への損害で、本市が法律上の損害賠

償責任を負うことによって被る損害賠償金等の損失。 

 

６．保険期間 

令和７年４月１日（火）午後４時から 

令和８年４月１日（水）午後４時まで １年間 

 

７．保険料の支払い 

  令和７年４月１日（火）に一括して支払うものとする。 

 

８．てん補限度額及び免責金額 

賠責（担保）区分 
て ん 補 限 度 額 

免責金額 
１名につき １事故につき 

対 人 １億円 ３億円 なし 

対 物 ― ２億円 なし 

 

９．てん補の範囲 

（１）法律上の損害賠償金 

（２）他人の財物の損壊を伴わずに財産上の損害が発生した場合の法律上の損害賠償金。ただし、上記

「８．てん補限度額及び免責金額」の記載にかかわらず、てん補限度額は１事故につき５００万円

以上、免責金額は１，０００円以内とする。 

（３）応急手当、護送、その他の緊急措置等に係る費用 

（４）訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬等 

（５）保険会社による解決への協力費用 

（６）損害の拡大防止・軽減費用 

（７）その他、受注者である保険会社の同意のもとに本市が負担した費用 

 

１０．その他（特記事項） 

（１）本保険における保険会社又は保険代理店は、次の各号のいずれかの要件を満たすこと。また、当

該免許証又は登録証の写し等の書類を本市が必要と判断した場合には提出すること。 

① 保険業法（平成７年６月７日法律第１０５号）第３条第５項に定める内閣総理大臣の免許を受

けている者、又は、同法第１８５条第５項に定める内閣総理大臣の免許を受けている者 

② 前号に規定する免許を受けている者と代理店契約を締結し、かつ、保険業法第２７６条に定め

る内閣総理大臣の登録を受けている者 

（２）本保険における落札者となった保険会社（以下「契約保険会社」という。）は、自らが事故発生以

後の対応窓口として本保険に係る義務を履行することができる。また、（１）②に該当する者であ

り、契約保険会社が保険代理店委託契約を締結する指定の保険代理店（以下「指定保険代理店」と



いう。）を事故発生以後の対応窓口として選定することができるものとする。なお、この場合におい

て、本保険における契約保険会社と指定保険代理店との関係を証する委任状等の書類を本市が必要

と判断した場合には提出すること。 

（３）保険代理店が本保険における落札者となった場合において、本市が保険申込手続きを行う保険会

社（以下「引受保険会社」という。）は、（１）①に該当する者とし、当該引受保険会社との関係を

示す保険代理店委託契約書の写し等の書類を本市に提出すること。 

（４）契約保険会社又は引受保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率（ソルベンシー・

マージン比率）が２００％以上あること。 

（５）本保険業務について確実な履行ができること。 

（６）契約保険会社、保険代理店又は引受保険会社（以下「保険会社等」という。）が破綻等した場合は、

別の保険会社又は保険代理店に引き継ぐなど適切に対応すること。本市が保険申込手続きを行う前

であっても同様とする。 

（７）保険料は、項目７で一括して支払う確定保険料のみとする。 

（８）保険始期から保険料の支払いまでの間、万一、事故が発生した場合も、保険金の支払い対象とす

ること。 

（９）本保険業務を行うための保険約款（賠償責任保険普通保険約款及び施設所有（管理）者特別約款）

等の整備については、本保険の目的を鑑み、法令等を遵守した保険構成とすること。 

（１０）本保険の落札者である契約保険会社又は保険代理店は、損害賠償義務の円滑な遂行をはかるた

め、本市の問い合わせ等に常時、迅速に対応することとし、事故発生以後、本市が必要と判断した

場合においては、概ね１時間を目途に保険業務に精通した従業員を事故対応拠点に参集できる体制

を整えるものとする。 

（１１）保険会社等は、「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」の趣旨に基づき、

本業務の履行中に知り得た個人情報等プライバシーに関する情報について、業務の履行以外に使用

しないとともに、適切な管理を行うこと。また、別紙１「個人情報取扱特記事項」を順守すること。 

（１２）保険期間内の仕様書等の質疑については、速やかに担当職員に確認し、本市の指示に従わなけ

ればならない。 

（１３）本契約の履行の際は、別紙２「暴力団等の排除について」を順守すること。 

（１４）本仕様書に定めのない事項については双方協議のうえ別途定める。 

  



 

 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 受注者は、この契約による業務（以下「本件業務」という。）を行うに当たり、個人情報を取り扱

う際には、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下｢法｣という。）を遵守し、同

法第６６条第２項の個人情報取扱事務の受注者として、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権

利利益を侵害することのないよう適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は、本件業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に

使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（罰則の教示等） 

第３ 受注者は、本件業務に従事している者に対し、在職中だけではなく退職後においても本件業務に

関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、

その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

２ 受注者は、前項の周知の際に、本件業務に従事している者又は従事していた者が、法第１７６条又

は第１８０条の違反行為をしたときは、法により懲役又は罰金に処されること（法第１８３条により、

日本国外においてこれらの違反行為をした者についても適用されることを含む。）を教示しなければ

ならない。 

３ 受注者は、本件業務に従事している者又は従事していた者が、法第１７８条、第１７９条又は第１

８２条の違反行為をしたときは、法第１８４条により、受注者に対しても、罰金刑が科されることを

十分認識し、本件業務を処理しなければならない。 

（収集の制限） 

第４ 受注者は、本件業務を処理するために個人情報を収集するときは、当該処理に必要な範囲内で、

適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（適正管理） 

第５ 受注者は、本件業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適

正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。 

(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管する

こと。 

(2) 発注者が指定した場所へ持ち出す場合又は発注者が事前に承諾した場合を除き、個人情報を定め

られた場所から持ち出さないこと。持ち出しの承諾を得た場合においても、パスワード、ICカード、

生体情報等（以下「パスワード等」という。）を使用して権限を識別する機能（以下「認証機能」と

いう。）を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずること。 

(3) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失又は毀損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維

持に責任を負うこと。特に事故を防ぐため、複数の者による確認やチェックリストの活用等の必要

な措置を講ずること。 

(4) 個人情報の漏えい等の防止のため、個人情報の秘匿性等その内容に応じてスマートフォン、ＵＳ

Ｂメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限を行うこと。また、

作業場所に、私用電子計算機、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込ませない等の漏えいを防

止する措置を講ずること。 

別紙１ 



(5) 個人情報を利用する作業を行う電子計算機に、個人情報の漏えいにつながると考えられるアプリ

ケーションをインストールしないこと。また、アプリケーションやソフトウェアに関する公開され

た脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置（導入したソフトウェアを

常に最新の状態に保つことを含む。）を講ずること。 

(6) 本件業務に着手する前に、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上その他本件業

務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施すること。 

(7) 受注者は、本件業務の個人情報を情報システムで取り扱う場合、個人情報の秘匿性等その内容に

応じて、以下のとおり安全を確保しなければならない。 

ア （アクセス制御）パスワード等の管理に関する定めを整備（その定期又は随時の見直しを含む。）

し、ＩＤやパスワードを設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずること。 

イ （アクセス記録）当該個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録（以下「アクセス記録」

という。）を一定の期間保存し、及び必要に応じてアクセス記録を分析する等の措置を講ずるこ

と。 

ウ （アクセス記録）アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講

ずること。 

エ （アクセス状況の監視）当該個人情報への不適切なアクセスの監視のため、個人情報を含む又

は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合には、必要に

応じて警告表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的確認等の措置を講ずること。 

オ （管理者権限の設定）情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化

及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を必要最小限とする等の措置を講ずること。 

カ （外部からの不正アクセスの防止）個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アク

セスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずること。 

キ （情報システムにおける個人情報の処理）個人情報について、一時的に加工等の処理を行うた

め複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は速やかに再利用できない

状態まで消去し、不正利用を防止するため必要な対策を講ずること。 

ク (暗号化) 情報の不正利用を防止するために必要な暗号化を講ずること。 

ケ (端末の限定)本件業務を処理する端末を限定するために必要な措置を講ずること。 

 コ (端末の盗難防止等)端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な

措置を講ずること。 

 サ (第三者の閲覧防止)端末の使用に当たっては、個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、

使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずるこ

と。 

 シ （入力情報の照合等）情報システムで取り扱う個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内

容との照合、処理前後の当該個人情報の内容の確認、既存の個人情報との照合等を行うこと。 

 ス （バックアップ）個人情報の重要度に応じて、復元可能なバックアップを作成し、分散保管す

るために必要な措置を講ずること。 

 セ (情報システム設計書等の管理)個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書につい

て外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずること。 

 ソ (入退管理)個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域（以下「情

報システム室等」という。）に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記

録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の従事者の立会い又は監視設備による監視、

外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずること。また、



個人情報を記録する媒体を保管するための施設（以下「保管施設」という。）を設けている場合に

おいても、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずること。 

 タ (入退管理)情報システム室等について、必要があると認めるときは、出入口の特定化による入

退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずること。 

 チ (入退管理)情報システム室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、

立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めを整備（その定期又は随

時の見直しを含む。）し、ＩＤやパスワードを設定する等の入退の管理に関する必要な措置を講

ずること。 

 ツ (情報システム室等の管理)外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等及び保管施設に施

錠装置、警報装置及び監視設備の設置等の措置を講ずること。 

 テ (情報システム室等の管理)災害等に備え、情報システム室等及び保管施設に耐震、防火、防煙、

防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の

措置を講ずること。 

（返還、廃棄等） 

第６ 受注者は、本件業務を処理するために発注者から提供され、又は自らが収集した個人情報につい

て、保有する必要がなくなった、又はこの契約が終了し、若しくは解除されたときは、発注者の指定

した方法により、確実かつ速やかに返還若しくは引き渡し又は消去若しくは廃棄しなければならない。 

２ 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際して発注者から立会いを求められた場合は、これに応じな

ければならない。 

３ 受注者は、本件業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記

録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければなら

ない。 

４ 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時及び消去又は廃棄の内

容を記録し、書面で発注者に報告しなければならない。 

（再委託の禁止） 

第７ 受注者は、本件業務を処理するための個人情報については、自ら取り扱うものとし、第三者

（以下「再委託先」という。）にその処理を委託してはならない。 

２ 前項の規定に関わらず、事前に再委託先の商号又は名称、再委託する業務の内容、再委託する理由、

その他発注者が必要とする事項を記載した書面をもって申請し、発注者が事前に承諾した場合に限り、

受注者は、本件業務の一部を再委託先に委託することができる。この場合において、受注者は、再委

託先に対し、受注者と同様の義務を負わせ、その遵守を監督しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により、本件業務の一部を再委託したときは、その契約内容を速やかに書面

で発注者に報告しなければならない。 

４ 受注者は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、再委託先との契約の内容にか

かわらず、発注者に対して責任を負うものとする。 

（目的外の使用等の禁止） 

第８ 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務に関して知り得た個人情報を、本

件業務を処理する以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写及び複製の禁止） 

第９ 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務を処理するために、発注者から提

供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

（定期報告及び緊急時報告） 



第１０ 受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報

告しなければならない。 

２ 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならな

い。 

（監査又は検査） 

第１１ 発注者は、本件業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講

じられているかどうか検証及び確認するため、必要に応じて受注者及び再委託先に対して、監査又は

検査（実地検査含む。）を行うことができる。 

２ 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本件業務の処理に関

して必要な指示をすることができる。 

（事故発生時における報告） 

第１２ 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあると認め

るときは、その旨を速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、

又は解除された後においても同様とする。 

２ 受注者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずること。ただし、外部か

らの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる場合には、当該端末等からの通信を遮断するな

ど、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う（従事者に行わせることを含む。）

ものとする。 

３ 受注者は、前々項の規定による報告後も、事故の発生した経緯、被害状況等を継続して調査し報告

しなければならない。 

４ 発注者は、受注者から事故発生に関する報告があった場合、市民に対して適切な説明責任を果たす

ため、必要な範囲においてその内容を公表することができる。 

（損害賠償） 

第１３ 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反したことにより、発注者又は第三者に損害を与え

たときは、その損害を賠償しなければならない。 

（契約の解除） 

第１４ 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約を解

除することができる。 

（協議） 

第１５ 受注者は、本業務の仕様書に定めのない方法で個人情報を取り扱う場合には、予め発注者と協

議を行うこと。 

 

  



 

 

暴力団等の排除について 

 

１．入札参加除外者を下請負人等とすることの禁止 

（１）受注者は、堺市上下水道局契約関係暴力団排除措置要綱第２条の規定により準用する堺市契約関

係暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外を受けた者又は同要綱別表第１に掲げる措置要件に

該当する者を、下請負人等（堺市暴力団排除条例第７条各号に定める者をいう。以下同じ。）として

はならない。 

（２）これらの事実が確認された場合、本市は受注者に対し、当該下請負人等との契約の解除を求める

ことができる。 

 

２．下請負人等との契約について 

受注者は、下請負人等との再契約の締結に当たっては、契約締結時には本市の契約約款に準じた暴

力団排除条項を加えることとする。 

 

３．誓約書の提出について 

（１）受注者は、堺市暴力団排除条例第８条第２項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨

の誓約書を提出しなければならない。また、受注者は、下請負人等がいる場合には、これらの者か

ら暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を徴して、本市へ提出しなければならない。た

だし、本市が必要でないと判断した場合は、この限りでない。 

（２）受注者及び下請負人等が当該誓約書を提出しない場合は、入札参加停止を行うことができる。 

 

４．不当介入に対する措置 

（１）受注者は、この契約の履行に当たり、暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴力団を利すること

となるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為（以下「不当介入」という。）

を受けたときは、直ちに本市に報告するとともに、警察に届け出なければならない。 

（２）受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに本

市に報告するとともに、当該下請負人等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。 

（３）本市は、受注者が本市に対し、（１）及び（２）に定める報告をしなかったときは、堺市暴力団排

除条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。 

（４）本市は、受注者又は下請負人等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が

発生するおそれがあると認めるときは、受注者が（１）に定める報告及び届け出又は（２）に定め

る報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。 

 

 

 

別紙２ 
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令和７年度　保険申込　下水道施設賠償目的明細書　　令和７年３月末日時点見込み 資　料

下水管・都市下水路
整理
番号

資産
№

施　　設　　名　　称 延長（ｋｍ） 摘　　要

1 開渠 316.29

2 暗渠 4299.48

4615.77

溜池
整理
番号

資産
№

所　　在　　地
外周距離
（ｍ）

摘　　要

1 堺市東区菩提町３丁１９４－１０ 230.93 菩提石原調整池

2 堺市東区野尻町７０－２６７外 262.06 加古里池

3 堺市美原区さつき野西１丁目１４－６ 517.30 さつき野調整池

4 堺市東区菩提町５丁２５３－１外 487.67 菩提新池調整池

1,497.96

ポンプ場・処理場・その他
整理
番号

資産
№

所　　在　　地 面 積（㎡） 摘　　要

1 堺市西区浜寺諏訪森町西３丁３０３－１外 6,348.06 浜寺下水ポンプ場

2 堺市堺区出島浜通５１－１外 12,952.36 出島下水ポンプ場

3 堺市堺区神南辺町５丁１４０外 11,385.80 古川下水ポンプ場

4 堺市堺区戎島町５丁７外 1,730.47 竪川下水ポンプ場

5 堺市北区東雲東町４丁１８－１外 1,079.73 金岡下水ポンプ場

6 堺市堺区石津町４丁１０－２ 581.81 戎橋下水ポンプ場

7 堺市西区浜寺石津町西２丁３２０－２外 3,035.64 湊石津下水ポンプ場

8 堺市堺区香ヶ丘町４丁５９－１ 940.94 陵北樋門管理事務所

9 堺市堺区松屋大和川通４丁１４７－１ 123,923.73 三宝水再生センター　※昇降機１基

10 堺市西区石津西町２２ 52,383.55 石津水再生センター

11 堺市北区常磐町３丁１４０外 22,325.00 西除処理場

12 堺市中区八田西町１丁１－１外 150,636.87 泉北水再生センター　※昇降機１基

13 堺市堺区緑町１丁３５－１外 182.54 緑町文化会館

14 堺市西区石津西町２４－５ 437.83 浜寺石津健康増進センター敷地

15 堺市中区八田南之町４３５－１０ 322.20 八田南之町文化会館

16 堺市中区八田南之町４１５－１ 438.91 八田南之町スポーツ広場

17 堺市中区八田北町６５８－１ 1,253.74 八田北町スポーツ広場

18 堺市北区常磐町３丁６－４外 1,639.35 常磐町文化センター

19 堺市北区長曽根町３０１１－３ 535.05 長曽根新池調整池貯水施設

20 堺市中区八田南之町３８１ 120.00 泉北倉庫

合　　　計

約款内容
下水道本管（埋設・開渠）及び取付管、雨水、汚水、その他付属施設を含む。

合　　　計
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整理
番号

資産
№

所　　在　　地 面 積（㎡） 摘　　要

21 堺市北区金岡町３０２８－８外 7,617.60 窪田池調整池

22 堺市堺区材木町東４丁３－２４ 6,993.98 南向陽調整池

23 堺市堺区向陵東町３丁２２０－２ 8,015.00 芦ケ池調整池

24 堺市北区東浅香山町１丁５０ 240.62 金岡幹線吐け口

25 堺市中区八田北町３４１－２ 521.83 八田北町自治会館

26 堺市東区野尻町１０７－３ 81.09 野尻雨水線下水管布設予定地

27 堺市堺区北花田口町２丁６１－３ 712.50 北花田口調整池

28 堺市堺区錦綾町１丁１－８ 298.35 錦綾町調整池

29 堺市堺区北向陽町１丁１－２０ 552.11 北向陽町調整池

30 堺市美原区大保２２１－７ 45.48 大保地内水路改修予定地

31 堺市東区日置荘西町２丁５１－１ 307.73 日置荘西町調整池

32 堺市堺区戎島町５丁３４－１外 1,742.13 古川雨水滞水池予定地

33 堺市西区原田４２８－２ 189.44 原田汚水線予定地

34 堺市堺区大仙町２６０－３４外 571.21 流出抑制施設用地（調整池）

35 堺市南区晴美台１丁３８－１７ 388.70 調整池用地

36 堺市堺区戎島町５丁６ 299.00 出島バイパス線布設予定地

37 堺市堺区松屋大和川通３丁１３３ 1,203.62 三宝水再生センター築造事業用地

38 堺市堺区松屋大和川通３丁１３９－１ 1,019.21 三宝水再生センター築造事業用地

39 堺市北区南長尾町３丁６３－１外 414.87 流出抑制施設用地（調整池）

40 堺市北区常磐町１丁１７－５ 206.90 調整池用地

41 堺市北区東三国ヶ丘町３丁２１８１－１０ 153.00 調整池用地

42 堺市北区野遠町５１９－２９ 124.67 調整池用地

43 堺市中区小阪４４０－１ 142.07 調整池用地

44 堺市中区土塔町１０８－５ 196.60 調整池用地

45 堺市西区菱木１丁２２３３－８９ 343.66 調整池用地

46 堺市東区引野町１丁２７－５ 636.38 調整池用地

47 堺市南区城山台５丁１－１２５ 176.00 調整池用地

48 堺市南区赤坂台４丁２０－１８ 183.00 調整池用地

49 堺市南区御池台４丁２４－１０ 236.78 調整池用地

50 堺市東区日置荘西町７丁８７０－１１ 258.16 石池ポンプ室

51 堺市中区陶器北２５００ 509.77 陶器北調整池

52 堺市東区日置荘西町４丁９６２－１２ 4.92 下水道管理用地

53 堺市東区引野町１丁７－７９外 459.00 調整池用地

54 堺市北区長曽根町１６６５ 719.00 調整池用地

55 堺市美原区青南台２丁目１１９７－８２６ 146.00 事業予定地



№ 3 / 9

整理
番号

資産
№

所　　在　　地 面 積（㎡） 摘　　要

56 堺市南区宮山台１丁４－２７ 200.61 調整池用地

57 堺市北区百舌鳥梅北町２丁５７－１ 1,432.45 南館用地（借用地）　※昇降機１基

58 堺市美原区黒山１１１２ 4,578.00 黒山土地区画整理事業調整池

59 堺市堺区松屋町２丁地先 134.33 調整池用地

60 堺市美原区南余部西１丁目３５５－１の一部 2,240.00 調整池用地

61 堺市南区逆瀬川８４４－８ 817.78 調整池用地

62 堺市南区釜室２９７－６ 605.99 調整池用地

63 堺市南区豊田１５－８ 146.00 調整池用地

64 堺市南区美木多上９９１－８外 374.00 調整池用地

65 堺市西区宮下町７１外 15,038.34 ポンプ場用地

66 堺市西区菱木１丁１３７６－１１０ 206.49 調整池用地

67 堺市東区白鷺町２丁３４２－１０ 476.62 調整池用地

68 堺市東区白鷺町２丁２５９－１０ 327.00 調整池用地

69 堺市中区深井畑山町２５１１－７ 237.00 調整池用地

70 堺市東区北野田１０００－２０ 1,034.00 調整池用地

71 堺市堺区南瓦町３－１ 0.54 雨水流出抑制施設ＰＲ看板

72 堺市北区常磐町１丁４１－１ 1.50 １号マンホールポンプ

73 堺市北区常磐町１丁１－２ 1.50 ２号マンホールポンプ

74 堺市北区常磐町１丁１－２ 1.50 ３号マンホールポンプ

75 堺市北区東浅香山町２丁９７－１４ 1.50 ４号マンホールポンプ

76 堺市堺区向陵西町４丁１１－２５ 1.50 ７号マンホールポンプ

77 堺市北区百舌鳥本町３丁５２７ 1.50 ８号マンホールポンプ

78 堺市中区毛穴町３４０－６ 2.50 ９号マンホールポンプ

79 堺市東区丈六３６０－７ 1.50 １０号マンホールポンプ

80 堺市堺区神石市之町２８－２６ 2.50 １１号マンホールポンプ

81 堺市北区百舌鳥赤畑町５丁７２３－２ 1.50 １２号マンホールポンプ

82 堺市北区百舌鳥梅町１丁４０８ 1.50 １３号マンホールポンプ

83 堺市北区百舌鳥梅町１丁３４０－６ 2.00 １４号１５号マンホールポンプ

84 堺市北区百舌鳥梅町１丁２２９－６ 1.50 １６号マンホールポンプ

85 堺市中区毛穴町１９７－５ 2.00 １７－１号１７－２号マンホールポンプ

86 堺市東区白鷺町１丁１８－３ 1.50 １８号マンホールポンプ

87 堺市西区北条町１丁５－７ 5.00 ２０号マンホールポンプ

88 堺市北区百舌鳥本町２丁２５５ 1.50 ２２号マンホールポンプ

89 堺市東区北野田２３８－１ 2.30 ２３号マンホールポンプ

90 堺市北区百舌鳥本町３丁５０６－１ 1.50 ２４号マンホールポンプ

91 堺市西区上野芝町５丁１１－９ 4.33 ２５号マンホールポンプ

92 堺市西区上野芝町７丁１３－４ 1.50 ２６号マンホールポンプ

93 堺市西区上野芝町８丁５－１ 1.50 ２７号マンホールポンプ

94 堺市西区太平寺７１１－１ 2.50 ２８号マンホールポンプ

95 堺市西区北条町１丁１２－１５ 1.50 ２９号マンホールポンプ
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整理
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96 堺市北区大豆塚町２丁５８－１１ 3.30 ３０号マンホールポンプ

97 堺市東区西野２８８－２３ 5.00 ３１号マンホールポンプ

98 堺市西区上野芝町３丁１５－１ 1.50 ３２号マンホールポンプ

99 堺市中区楢葉６１６－１ 1.50 ３３号マンホールポンプ

100 堺市東区北野田１１４－１４ 7.00 ３４－１号３４－２号３４－３号マンホールポンプ

101 堺市堺区大浜西町３丁２３ 1.50 ３５号マンホールポンプ

102 堺市東区北野田３９４－２８ 2.00 ３７号マンホールポンプ

103 堺市中区土師町１丁２３－２０ 1.50 ３８号マンホールポンプ

104 堺市中区学園町１ 1.50 ３９号マンホールポンプ

105 堺市西区上野芝向ケ丘町１丁１ 1.50 ４０号マンホールポンプ

106 堺市東区草尾４２４－３ 3.00 ４１号マンホールポンプ

107 堺市南区庭代台１丁５０－１ 1.50 ４２号マンホールポンプ

108 堺市西区原田４１３－１ 1.50 ４３号マンホールポンプ

109 堺市中区新家町４９４－３ 2.00 ４４号マンホールポンプ

110 堺市西区上野芝向ケ丘町１丁５－２７ 2.00 ４７－１号４７－２号マンホールポンプ

111 堺市西区上野芝向ヶ丘町１丁１７－３７ 1.50 ４８号マンホールポンプ

112 堺市堺区築港八幡町１－１７ 1.50 ５０号マンホールポンプ

113 堺市堺区築港八幡町１－１７ 2.00 ５１－１号５１－２号マンホールポンプ

114 堺市東区西野４２ 1.50 ５２号マンホールポンプ

115 堺市東区北野田１６－１３ 1.50 ５３号マンホールポンプ

116 堺市東区北野田２９６－１ 1.50 ５４号マンホールポンプ

117 堺市東区北野田３０４－１３ 1.50 ５５号マンホールポンプ

118 堺市東区南野田２８２－１ 1.50 ５６号マンホールポンプ

119 堺市東区南野田２９８－５ 1.50 ５７号マンホールポンプ

120 堺市東区南野田３７２－１４ 1.50 ５８号マンホールポンプ

121 堺市中区平井５３８ 1.50 ５９号マンホールポンプ

122 堺市中区平井２０－１ 1.50 ６０号マンホールポンプ

123 堺市中区平井７３０ 1.50 ６１号マンホールポンプ

124 堺市中区深井東町２４６８－１２ 1.50 ６２号マンホールポンプ

125 堺市中区土塔町１０７－１ 1.50 ６３号マンホールポンプ

126 堺市中区福田１３９８－１ 1.50 ６４号マンホールポンプ

127 堺市美原区真福寺１４３ 3.00 ６６号マンホールポンプ

128 堺市美原区今井２９２－３７ 1.50 ６７号マンホールポンプ

129 堺市美原区今井２０３－１ 2.50 ６８号マンホールポンプ

130 堺市美原区小平尾７５２ 1.50 ６９号マンホールポンプ



№ 5 / 9

整理
番号

資産
№

所　　在　　地 面 積（㎡） 摘　　要

131 堺市美原区丹上５７４ 4.00 ７０号マンホールポンプ

132 堺市北区金岡町２０４０－３ 1.50 ７２号マンホールポンプ

133 堺市西区太平寺５４２－１ 1.50 ７４号マンホールポンプ

134 堺市中区八田北町２４４－１ 1.50 ７５号マンホールポンプ

135 堺市南区野々井２６０－１ 3.00 ７６号マンホールポンプ

136 堺市西区太平寺７４０ 1.50 ７８号マンホールポンプ

137 堺市西区太平寺７４１－６ 1.50 ７９号マンホールポンプ

138 堺市中区陶器北１２７１－５ 1.50 ８０号マンホールポンプ

139 堺市中区辻之１３８１－３ 1.50 ８１号マンホールポンプ

140 堺市中区平井６９９－１８ 1.50 ８４号マンホールポンプ

141 堺市中区平井３６３－１ 1.50 ８５号マンホールポンプ

142 堺市中区平井９２１－９ 1.50 ８６号マンホールポンプ

143 堺市中区深阪１０９６－１ 1.50 ８７号マンホールポンプ

144 堺市北区野遠町６２９－３ 3.00 ８８号マンホールポンプ

145 堺市東区北野田５７６ 1.50 ８９号マンホールポンプ

146 堺市美原区小平尾６８１ 1.50 ９０号マンホールポンプ

147 堺市美原区小平尾９３３ 1.50 ９１号マンホールポンプ

148 堺市中区田園６０５ 1.50 ９２号マンホールポンプ

149 堺市中区田園５０７ 1.50 ９３号マンホールポンプ

150 堺市南区原山台１丁１２ 1.50 ９４号マンホールポンプ

151 堺市南区岩室１００ 1.50 ９５号マンホールポンプ

152 堺市中区陶器北３８６－１ 1.50 ９６号マンホールポンプ

153 堺市中区東山４１９－１ 1.50 ９７号マンホールポンプ

154 堺市中区田園７０５－１ 1.50 ９８号マンホールポンプ

155 堺市中区辻之７４６ 4.00 ９９号マンホールポンプ

156 堺市中区辻之１５１７ 1.50 １００号マンホールポンプ

157 堺市中区陶器北３７５－１ 1.50 １０１号マンホールポンプ

158 堺市中区陶器北９２８－７５ 1.50 １０２号マンホールポンプ

159 堺市南区茶山台１丁１－６ 1.50 １０３号マンホールポンプ

160 堺市中区辻之１３０６ 1.50 １０５号マンホールポンプ

161 堺市中区辻之１２９２－４ 1.50 １０６号マンホールポンプ

162 堺市中区辻之１８０ 1.50 １０７号マンホールポンプ

163 堺市中区辻之８６４－４０ 13.50 １０８号マンホールポンプ

164 堺市中区田園９１２ 1.50 １０９号マンホールポンプ

165 堺市中区上之４３３－１３ 1.50 １１１号マンホールポンプ
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166 堺市中区田園２２２－１ 1.50 １１２号マンホールポンプ

167 堺市美原区平尾１３５－６ 2.50 １１３号マンホールポンプ

168 堺市美原区小平尾１６５ 1.50 １１４号マンホールポンプ

169 堺市美原区さつき野西１丁１－２３ 1.50 １１５号マンホールポンプ

170 堺市美原区小平尾２８８－６ 2.00 １１６号１１７号マンホールポンプ

171 堺市美原区小平尾６３４－２ 1.50 １１８号マンホールポンプ

172 堺市西区菱木３丁１９４０－６　 1.50 １２０号マンホールポンプ

173 堺市西区太平寺４５９－４ 1.50 １２１号マンホールポンプ

174 堺市南区小代６１６ 1.50 １２２号マンホールポンプ

175 堺市南区小代２４２－４ 1.50 １２３号マンホールポンプ

176 堺市北区野遠町１０９－５ 1.50 １２４号マンホールポンプ

177 堺市美原区平尾６４９ 1.50 １２５号マンホールポンプ

178 堺市美原区平尾１９８８－１ 1.50 １２６号マンホールポンプ

179 堺市南区片蔵７２１－１ 1.50 １２７号マンホールポンプ

180 堺市南区片蔵７０７ 1.50 １２８号マンホールポンプ

181 堺市美原区今井３３５－２ 1.50 １２９号マンホールポンプ

182 堺市美原区小平尾６４１－１ 1.50 １３４号マンホールポンプ

183 堺市東区南野田３７２－２９ 1.50 １３５号マンホールポンプ

184 堺市南区豊田３０６３ 1.50 １３６号マンホールポンプ

185 堺市南区和田８３３－２ 1.50 １３７号マンホールポンプ

186 堺市南区栂１１９－１ 1.50 １３８号マンホールポンプ

187 堺市中区平井１０４２－３ 1.50 １３９号マンホールポンプ

188 堺市中区和田２１７－１ 1.50 １４０号マンホールポンプ

189 堺市南区檜尾１４９－２ 1.50 １４１号マンホールポンプ

190 堺市南区泉田中７－１ 1.50 １４２号マンホールポンプ

191 堺市西区山田１丁１１１１ 1.50 １４４号マンホールポンプ

192 堺市西区山田４丁１９６７－１ 1.50 １４５号マンホールポンプ

193 堺市南区高尾３丁２２３－２８ 1.50 １４６号マンホールポンプ

194 堺市堺区南半町東２丁１－１５ 1.50 １４７号マンホールポンプ

195 堺市西区上野芝町５丁８ 1.50 １４８号マンホールポンプ

196 堺市西区山田３丁１００８－１１ 1.00 １４９号マンホールポンプ

197 堺市南区野々井８１２ 1.50 １５０号マンホールポンプ

198 堺市堺区神石市之町２２－１４ 1.50 １５２号マンホールポンプ

199 堺市堺区匠町１７－４ 1.50 １５３号マンホールポンプ

200 堺市堺区匠町２０－１ 1.50 １５４号マンホールポンプ
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201 堺市堺区匠町１０ 1.50 １５５号マンホールポンプ

202 堺市中区平井６５７－１ 1.50 １５６号マンホールポンプ

203 堺市西区太平寺６９５－１ 1.50 １５７号マンホールポンプ

204 堺市南区小代４１４－１５ 1.50 １５８号マンホールポンプ

205 堺市美原区多治井２１８－２２ 3.50 １６０号マンホールポンプ

206 堺市南区三木閉３６－４ 1.50 １６１号マンホールポンプ

207 堺市南区稲葉３丁１５９８－１ 2.50 １６４号マンホールポンプ

208 堺市北区陶器北１４４３－１ 1.50 １６５号マンホールポンプ

209 堺市南区稲葉２丁３１５－２ 1.50 １６６号マンホールポンプ

210 堺市南区檜尾４７９－５ 1.50 １６７号マンホールポンプ

211 堺市南区桃山台２丁２７ 1.50 １６９号マンホールポンプ

212 堺市中区辻之８７０ 1.50 １７０号マンホールポンプ

213 堺市西区太平寺６０ 1.50 １７１号マンホールポンプ

214 堺市南区釜室１３５ 1.50 １７２号マンホールポンプ

215 堺市南区釜室１２５ 1.50 １７３号マンホールポンプ

216 堺市南区釜室６６８ 1.50 １７４号マンホールポンプ

217 堺市東区日置荘原寺３８６ 1.50 １７５号マンホールポンプ

218 堺市西区上野芝向ヶ丘町６丁１８－１６ 1.50 １７７号マンホールポンプ

219 堺市中区上之３５０－２ 1.50 １７８号マンホールポンプ

220 堺市西区草部４２３－８ 1.50 １７９号マンホールポンプ

221 堺市南区釜室１００１ 1.50 １８０号マンホールポンプ

222 堺市南区豊田８４７ 1.50 １８１号マンホールポンプ

223 堺市南区稲葉３丁１６２１ 1.50 １８２号マンホールポンプ

224 堺市南区稲葉３丁３１５－２ 1.50 １８３号マンホールポンプ

225 堺市西区北条町１丁２６－２１ 1.50 １８４号マンホールポンプ

226 堺市西区上野芝向ヶ丘町３丁３－１８ 1.50 １８５号マンホールポンプ

227 堺市西区上野芝向ヶ丘町３丁５－６ 1.50 １８６号マンホールポンプ

228 堺市南区美木多上１２７７－１ 1.50 １８７号マンホールポンプ

229 堺市南区美木多上１０２４－３ 10.00 １８８号マンホールポンプ

230 堺市南区城山台１丁３７ 1.50 １８９号マンホールポンプ

231 堺市南区美木多上２６２８－１２ 1.50 １９０号マンホールポンプ

232 堺市南区美木多上２６４２ 1.50 １９１号マンホールポンプ

233 堺市南区檜尾８８６－１ 1.50 １９２号マンホールポンプ

234 堺市中区見野山７６－３ 1.50 １９３号マンホールポンプ

235 堺市中区見野山７７ 1.50 １９４号マンホールポンプ
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236 堺市南区別所１１９１ 1.50 １９５号マンホールポンプ

237 堺市美原区多治井１７３ 1.50 １９６号マンホールポンプ

238 堺市西区菱木４丁１８２３－１ 2.50 １９７号マンホールポンプ

239 堺市中区田園８５６－１３ 1.50 １９８号マンホールポンプ

240 堺市西区菱木４丁１８９６ 1.50 １９９号マンホールポンプ

241 堺市西区菱木４丁１８８３－１ 1.50 ２００号マンホールポンプ

242 堺市南区釜室１８８－５４ 1.50 ２０２号マンホールポンプ

243 堺市南区釜室３０５ 1.50 ２０３号マンホールポンプ

244 堺市南区槇塚台２丁１７ 1.50 ２０４号マンホールポンプ

245 堺市南区泉田中２２５８－１ 1.50 ２０５号マンホールポンプ

246 堺市南区泉田中４３８ 1.50 ２０６号マンホールポンプ

247 堺市南区美木多上２－８ 1.50 ２０７号マンホールポンプ

248 堺市美原区青南台２丁１２－２３ 1.50 ２０８号マンホールポンプ

249 堺市南区稲葉３丁１７６０－２ 1.50 ２１０号マンホールポンプ

250 堺市美原区菅生３７８－１ 1.50 ２１１号マンホールポンプ

251 堺市美原区菅生４４２－３ 1.50 ２１２号マンホールポンプ

252 堺市美原区菅生４３４ 1.50 ２１３号マンホールポンプ

253 堺市美原区黒山５２９ 1.50 ２１４号マンホールポンプ

254 堺市美原区青南台２丁１４－６ 1.50 ２１５号マンホールポンプ

255 堺市南区片蔵５７３－１ 1.50 ２１６号マンホールポンプ

256 堺市南区泉田中５５ 1.50 ２１７号マンホールポンプ

257 堺市南区高尾２丁５４６ 1.50 ２１８号マンホールポンプ

258 堺市南区鉢ヶ峯寺４６７ 1.50 ２１９号マンホールポンプ

259 堺市南区鉢ヶ峯寺６０－１ 1.50 ２２０号マンホールポンプ

260 堺市南区泉田中２１８２ 1.50 ２２１号マンホールポンプ

261 堺市南区泉田中６０－１ 1.50 ２２２号マンホールポンプ

262 堺市南区鉢ヶ峯寺１２０１ 1.50 ２２３号マンホールポンプ

263 堺市南区富蔵１５３ 1.50 ２２４号マンホールポンプ

264 堺市南区稲葉２丁１７４５ 1.50 ２２５号マンホールポンプ

265 堺市東区南野田３９８－３ 1.50 ２２６号マンホールポンプ

266 堺市美原区菅生１０９８－２ 1.50 ２２７号マンホールポンプ

267 堺市北区野遠町２３９－１ 1.50 ２２８号マンホールポンプ

268 堺市堺区築港八幡町１－９７ 1.50 ２２９号マンホールポンプ

269 堺市南区檜尾１１５６－５ 1.50 ２３０号マンホールポンプ

270 堺市南区檜尾１１３０－３ 1.50 ２３１号マンホールポンプ
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271 堺市南区檜尾１１８１ 1.50 ２３２号マンホールポンプ

272 堺市中区田園７１９ 1.50 ２３３号マンホールポンプ

273 堺市美原区丹上１９３ 1.50 ２３４号マンホールポンプ

274 堺市美原区丹上２０６－１ 1.50 ２３５号マンホールポンプ

275 堺市美原区丹上６１ 1.50 ２３６号マンホールポンプ

276 堺市美原区真福寺５４－５ 1.50 ２３７号マンホールポンプ

277 堺市美原区平尾２１１ 1.50 ２３８号マンホールポンプ

278 堺市南区豊田４３１ 1.50 ２３９号マンホールポンプ

279 堺市美原区平尾２２８－１ 1.50 ２４０号マンホールポンプ

280 堺市南区釜室８６８ 1.50 ２４１号マンホールポンプ

281 堺市美原区小寺４０－１ 1.50 ２４２号マンホールポンプ

282 堺市美原区石原４８５－６ 1.50 ２４３号マンホールポンプ

283 堺市南区鉢ヶ峯寺２１４－１ 1.50 ２４４号マンホールポンプ

284 堺市北区金岡町１６２０ 1.50 ２４５号マンホールポンプ

285 堺市南区檜尾１１２７－１ 1.50 ２４６号マンホールポンプ

286 堺市西区上野芝町３丁６６５－４６ 1.50 ２４７号マンホールポンプ

287 堺市南区畑６００－１ 5.00 ２４８号マンホールポンプ

288 堺市南区畑１４８０－４ 4.00 ２４９号マンホールポンプ

289 堺市南区畑４９７－２ 4.00 ２５０号マンホールポンプ

290 堺市南区畑４６０－２ 4.00 ２５１号マンホールポンプ

291 堺市南区畑９５－２ 4.00 ２５２号マンホールポンプ

292 堺市南区畑５９２ 1.50 ２５３号マンホールポンプ

293 堺市堺区百舌鳥夕雲町１丁４－３ 1.00 御陵ポンプ

294 堺市中区深井清水町３７７２地先 1.50 深井清水町排水ポンプ

295 堺市西区草部６２９－２０ 1.50 ２５４号マンホールポンプ

296 堺市堺区匠町１０番２ 306.00 堺浜第２オゾン処理施設

297 堺市堺区匠町１番１０号 538.84 堺浜排水ポンプ場

298 堺市堺区山本町１丁18-2地先 73.94 山本町排水ポンプ所

299 堺市堺区三宝町1丁27地先 34.21 三宝町バルブ所

300 堺市堺区築港八幡町１０２番２地先 169.23 下松屋樋門

301 堺市堺区松屋大和川通３丁140-11地先 1,056.61 三宝大和川樋門

302
堺市北区北花田町４丁１０４番地
先

1,083.36 今池橋修景地

303 堺市堺区松屋大和川通4丁148-2他 4,541.71 三宝水再生センター内駐車場

304 堺市西区石津西町地先 4,469.13 緩衝緑地公園

305 堺市堺区香ケ丘町4丁3-14地先 220.94 三国香ケ丘排水樋門

468,717.51合　　　計



 

下水道施設自主工事賠償責任保険にかかる事故発生履歴 

令和７年２月５日現在 

【令和６年度】 

なし 

【令和５年度】 

なし 

【令和４年度】 

なし 

資 料 



参考資料：下水道事業発注工事の実施状況 

  

下記工事は全て業者による施工ですが、本市職員が自ら簡単な補修などを行う場合があ

ります。 

また、工事中における本市の監督上の過失や、本市の作成した工事の設計、仕様に不具

合があり、それに起因して事故が発生した場合などを想定して、本保険の加入を予定して

おります。 

 

令和５年度（上下水道事業年報より） 

 

１．管きょ布設事業 

工  事  名 執 行 額 

松屋大和川通ほか下水管布設工事（3-1） 外９３件 ４，０３８，５７３，６２０円 

 

２．ポンプ場築造事業 

工  事  名 執 行 額 

令和 3 年度堺市公共下水道古川下水ポンプ場 の建設工

事委託に関する年度実施協定 外５件 
６，１３３，３３４，３６８円 

 

３．処理場築造事業 

工  事  名 執 行 額 

石津水再生センター2 系送風機設備更新工事 外１６

件 
１，２０８，９０２，４０４円 

 

 

令和７年度 予定 

 

管きょ布設費   ９，４１２，２７１，０００円 

ポンプ場築造費  ４，１８４，４００，０００円 

処理場築造費   １，９３３，４６０，０００円 

資 料 


